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告 示 

 

兵庫県告示第268号 

地方公務員法（昭和25年法律第261号）第７条第４項の規定により関西広域連合から受託した公平委員会の事

務の委託を廃止するため、次のとおり規約を定める。 

令和７年３月26日 

                                   兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

関西広域連合と兵庫県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約を廃止する規約 

関西広域連合と兵庫県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約（令和５年３月31日兵庫県告示第403

号）は、令和７年３月31日をもって廃止する。 
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